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	保育を必要とする事由
	必要な要件書類
	認定期間

	月４８時間以上の就労
（※１）
	「就労（予定）証明書」
	最長で児童の小学校就学前まで

	産前産後（※２）
	「保育を必要とする事由申立書」
＋「母子健康手帳コピー（保護者名と出産予定日が分かる部分）」
	出産予定日の前後８週の属する月の初日から月末まで

	疾病・負傷・障がい
	「保育を必要とする事由申立書」
＋「診断書」
又は「各種障がい者手帳（コピー）」
	療養の必要がなくなるまで

	親族の介護・看護
	「保育を必要とする事由申立書」
＋「被介護者の診断書」　
又は「被介護者の各種障がい者手帳・介護保険証（認定済）等（コピー）」
	介護・看護の必要がなくなるまで

	求職活動
	「求職活動報告書」
	開始日から90日を経過する日の月末まで

	就学・職業訓練
	「保育を必要とする事由申立書」
＋「学生証（コピー）」もしくは「在学を証明できる書類」又は「職業訓練を受講していることが分かる書類」
＋「カリキュラム（コピー）」
	卒業（修了）月の月末まで

	児童虐待・DV
	保育幼稚園課へご相談ください
	事由が解消されるまで

	市外在住（単身赴任など）
	書類不要
	市内に住民票を移すまで

	災害復旧
	「保育を必要とする事由申立書」
＋「り災証明書」
	災害復旧が終了するまで


※「就労（予定）証明書」､「保育を必要とする事由申立書」､「診断書」、「求職活動報告書」は、
出雲市所定の様式での提出が必要です。証明日から３か月以内のものを提出してください。

〇 補足
※１ 就労時間は、就労証明書に記載の「１日の平均就労時間」×「１か月の平均勤務日数」で計算します。「就労」の事由で認定を受けるには、月48時間以上の就労が必要です。
※１ 育児休業を取得中の場合、その期間中は新規で認定することはできません。
※１ 有期雇用で更新の予定がない場合は、該当期間の月末までの認定となります。
※１ 住民票が市外にある方は、就労証明書の提出があったとしても、要件は「市外在住」となります。出雲市へ転入した時には、認定変更申請が必要です。
※２ 出生日によっては、認定終了期間が変更になることもあります。

よくある質問（Ｑ＆Ａ）～ 施設等利用給付認定編 ～

Ｑ.　これから申請書を提出します。日にちを遡って無償化になりますか？ 
A.　無償化の開始日は、すべての書類がそろい、市で受付された日以降です。
受付日から遡って認定することはできません。

Ｑ.　認定期間が終了するときは、通知が届きますか？ 
A.　保育幼稚園課から終了通知は発行していません。「施設等利用給付認定通知書」や「施設等利用給付認定変更通知書」は、認定期間が終了するまで大切に保管してください。

Ｑ.　「産前産後」の事由で認定を受けましたが、出産予定日より早く（遅く）出産しました。 
A.　認定終了期間が変更となる場合があります。保育幼稚園課にご連絡ください。 

Ｑ.　既に「就労」で認定を受けていますが、下の子を妊娠しました。手続きが必要ですか？ 
A.　「就労」で認定を受けた認定期間中に保護者が産前・産後休暇や育児休業を取得することになった場合は、手続きは不要です。ただし、勤務時間が変更となった場合や、離職された場合は変更手続きが必要な場合があります。保育幼稚園課にご連絡ください。
※育休期間中の新規での申請ができない場合があります。詳しくは保育幼稚園課にご相談ください。

Ｑ.　単身赴任していた父（母）が転入しました。手続きが必要ですか？ 
Ａ.　認定変更申請が必要です。変更申請書と、転入した本人の証明書類をご提出ください。
（詳しい解説）
単身赴任等で市外に住民票がある場合、該当の保護者は「市外在住・その他」の事由となるため、申請時に就労証明書等は不要です。転入した場合は、その保護者の保育を必要とする事由を証明する書類を添付のうえ、変更申請が必要となります。

Ｑ.　市内で引っ越すことになりました。手続きは必要ですか？ 
A.　保育幼稚園課での手続きは基本的に不要ですが、状況によっては手続きが必要な場合があります。詳しくは、保育幼稚園課へお問い合わせください。

Ｑ.　市外へ引っ越すことになりました。手続きは必要ですか？ 
A.　認定終了日を退園日に変更するための変更申請を行ってください。転出先でも施設等利用給付認定を受ける場合は、転出先の市区町村で認定申請が必要です。
国外へ引っ越す場合は、事前に保育幼稚園課へご連絡ください。

〇 この他、ご不明な点については、出雲市役所保育幼稚園課（0853-21-6964）へ
お問い合わせください。
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